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総合事業がまちを変える！ 

●出発点は、 

  2015地域支え合いづくりフォーラムin東大阪 

 

●いままでの福祉・行政の仕組みの大きな転換 

 助け合いを要支援者の生活支援サービスの真ん中
に据える、というのは戦後の行政の長い歴史の中で
も初めてのこと 

 

 



中西のぶひろと市政を語る会 
 

① 151018 四条会館  一緒にまちづくりの夢を語ろう 
② 151115 大池会館  公共施設の再編成 
③ 151206 昭和会館  お笑い神事と枚岡神社 
④ 151213 神田会館  瓢箪山の地域課題 ～商店街を中心として 
⑤ 160117 神田会館  地域包括ケアシステム 
⑥ 160218 河内W’Sclub  市会議員は市民とどう向き合うか 
⑦ 160221 桜井会館  子ども子育て新制度 
⑧ 160327 横小路公民館  マイナンバー制度 
⑨ 160424 四条会館  子ども子育て新制度 
⑩ 160515 ひだまり  地域包括ケアシステム 
11 160717 池島公民分館  池島が変わる！ 
12 160828 五条会館  枚岡神社を見直そう 
13 160918 四条会館  公共施設の再編成 
14 161018 中小企業会長クラブ 東大阪の観光 
15 161023 神田会館  ラグビーＷカップはまちを変える起爆剤になるか 
16 170409 神田会館  ３月議会を終えて～これからの東大阪 
17 170520 縄手公民分館  これからの老後を考える 
18 170521 桜井会館  縄手南校区が東大阪の教育を変える 
19 170625 大池会館  まちを変える介護予防・日常生活支援総合事業 
20 170924 四条会館  小中一貫教育 

㉑171126 横小路公民館  義務教育学校 
㉒180121 東体育館  まちを変える日常生活支援総合事業 
㉓180225 豊浦自治会館  小中一貫で東大阪の教育が変わる 
㉔180318 四条会館  空家問題 
㉕180415 東体育館  東大阪の30年度からの施策 

  



本会議での質問 

●平成28年3月議会 「地域包括ケアシステムについて」 

・協議体の設置や生活支援コーディネーターの具体的な内容について 

・第1層・第2層の生活支援コーディネーターにどのような人材を充てるのか 

 

●平成28年９月議会 「介護予防・日常生活支援総合事業について」 

・事業者への報酬の基本的な考え方について 

・住民主体のサービス類型の担い手を拡充するために市はどのような施策を
考え、補助金を出そうとしているのか 

・一般介護予防とりわけ地域リハビリテーション活動支援事業の充実は総合
事業の肝であるが、市は一般介護予防事業への取り組みをどのように考えて
いるのか 

 

 



●平成29年３月議会 「街かどデイハウス事業ぬついて」 

・街かどデイハウス事業を見直し、総合事業の中での一般介護予防事業とし
て位置づけ、登録された人に限定されることなく広く多くの高齢者が参加し
やすい集いの場として再構築する必要があるのではないか 

 

●平成28年９月議会 「総合事業について」 

・事業の中心となる地域保活支援センターや社会福祉協議会に総合事業の趣
旨が行き届いているのか。地域ケア会議など、協議体の会議がうまく機能し
ているのか 

・一般介護予防事業を総合事業の中でどう拡げていくのか 

・小地域ネットワーク活動推進事業やワンコインサービスなど、社会福祉協
議会が推進する類似の事業と総合事業との整合性。社会福祉協議会が総合事
業の中で、もっとうまく機能できるのではないか。老人会を総合事業の一翼
を担う主体として政策の中に取り組む時期に来ているのではないか 

 



■高齢者がどんどん増えている！ 

高齢化率（65才以上の人が人口の中に占める割合）が 

27％を超えました 

●4人に１人は高齢者 

 そのうちの半分は、75才以上（後期高齢者） 

   平均寿命 男：８１才  女：８７才 

   健康寿命 男：７１才  女：７６才 

 男は約１０年、女は約１１年は、介護などの支援が必要になる 

 

高齢化が進むほど、社会全体で介護の必要性が高くなる 

40年後には、40％を超える予測がされている 

 「右を向いても左を見ても、高齢の人ばかり」の時代がやってくる 

 

 



■介護保険制度はありがたい 

2000年（平成12年）4月施行 

 家族の介護負担と介護費用負担から解放 

    社会全体で支える仕組み 

 

 

介護保険が始まったときから 

  要介護・要支援の認定者 

  介護保険サービス利用者 

  介護にかかる行政の費用 
 

 

約３倍になりました 
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【団塊の世代の方が後期高齢者になる
2025年（平成３７年）に向け、日本全体
で今後一層高齢化が進みます】 

2025年問題 

７５才以上になると、要介護率が高くなる 

団塊の世代の人が、２０２５年に後期高齢者になる 
 

介護保険財政のピンチ 
 



 ２０２５年を目途にして 

   地域包括ケアシステム 

高齢者が住み慣れた地域で、自分の家で暮らすことを
基本にして人生の最後まで自分らしい暮らしができる
ように、地域で支え合うしくみをつくる 



    

 

 

 

 

 

 

  介護保険法の改正（平成２７年） 
    介護保険制度を持続可能なものにしていくための制度づくりが必要 

    安定財源の確保 

介護は在宅を基本とする 
 
特別養護老人ホームへの新規入所者を要介護３
以上の高齢者に限定し、在宅での生活が困難な
中重度の要介護者を支える施設に重点化 
 



総合事業のポイント 



■生活支援・介護予防の充実 （介護予防事業が大事）   
   （1）市町村が地域の実情に応じて、きめ細かに実施 

    要支援の人へのサービスを、国から市町村へ移す 

（2）要支援の人のほか、サービスの対象者を広げる 

 

（3）サービスの幅を広げる 

 

（4）事業者だけでなく、住民主体の取組みを含めた多様な主体に担ってもらう 

    自治会・老人会・ＮＰＯ法人など                             
    地域の支えあいが大事 

 

（5）これまで高齢者は支えられる側と考えられていたが、元気な高齢者には支え
る側にも回ってもらう 

 



 地域包括ケアシステムの一番大事な事業として 

   介護予防・日常生活支援総合事業 
      （全国の自治体で平成27～29年までに義務付け） 

東大阪でも 

（1）要支援の人へのサービスを、国から市町村へ移す 



■介護予防・生活支援サービス事業 

（2）要支援の人のほか、サービスの対象者を広げる 





■基本チェックリスト実施状況（平成30年3月末現在） 

実施人数 該当者 非該当者 

37 34 3 

55 53 2 

10 9 1 

8 8 0 

1 1 0 

0 0 0 

6 6 0 

6 6 0 

3 3 0 

3 2 1 

0 0 0 

0 0 0 

1 1 0 

20 20 0 

41 40 1 

8 6 2 

4 4 0 

1 1 0 

2 2 0 

4 4 0 

4 4 0 

9 9 0 

224 214 10 

東大阪市の人口：493,000人 
65才以上の人口：136,000人 
   （高齢化率：27.6%） 
要介護・要支援認定：28,700人 
   （ 認定率：20.7％） 
 
8割の人が、要介護・支援の認定を 
受けていない人：107,800人 
   
基本チェックリストを受けた人は、 
該当者の約1000人に2人だけ 
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概ね中学校区ごと 
に設置 

２２ヵ所の地域包括支援センター 



（3）サービスの幅を広げる 
介護の認定区分 これまで 平成２９年４月

１日から 

要介護 全国一律基準 これまでと同じ 

要支援 
（約１万人） 

訪問介護・通所介護 全国一律基準 
 

東大阪市の事業
（基準）へ移行 

上記以外の要支援の
方へのサービス 

全国一律基準 
 

これまでと同じ 

●これまで国から全国一律基準で、要支援の人が受けていた訪問介護・通所介護のサービスは、
東大阪市の基準で東大阪市から受けることができる 
●訪問看護・福祉用具の貸し付けなどは、これまで通り国から全国一律のサービスを受ける 
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新しいサービス【担い手】 
  

これまでの 
国基準と同じ 

要支援の人の受けることができるサービス 

訪問型 

通所型 

介護予防サービス 
ホームヘルパーがご自
宅を訪問し、食事や入
浴など日常生活上の支
援を行います。 

 

介護予防サービス 
デイサービスセン
ターで、食事や入浴
などの支援や、運動
器や口腔の機能向上
の支援を行います。 

 

短時間サービス 
デイサービスセン
ターなどで、生活機
能の向上のための運
動を行います。 

 

つどいサービス 
地域の通いの場など
で、簡単な運動やレ
クリエーションなど
を行います。 

 

助け合いサービス 
定期的な声かけや見
守り、玄関先での
ちょっとした生活支
援を行います。 

 

生活援助サービス 
自立した生活を支援
するために、市の研
修受講者などがご自
宅を訪問し、掃除や
洗濯等の援助 
を行います。 

 

【主に介護事業所】 【主にボランティアの方】 

基本チェックリスト対象者が受けることができるサービス 

http://www.irasutoya.com/2015/06/blog-post_470.html
http://www.irasutoya.com/2013/12/blog-post_6845.html
http://www.irasutoya.com/2013/10/blog-post_7542.html
http://www.irasutoya.com/2014/09/blog-post_79.html
http://www.irasutoya.com/2015/03/blog-post_592.html
http://www.irasutoya.com/2013/12/blog-post_6037.html
http://www.irasutoya.com/2015/05/blog-post_415.html


【サービスの担い手】 
  現行相当サービス事業者 
 ＜３６４カ所（4月1日現在）＞ 

【サービスの担い手】 
  事業者 
＜１０８カ所（4月1日現在） ＞ 

【サービスの担い手】 
  ボランティア／ＮＰＯ法人 
 ＜６グループ（４月1日現在）＞ 

（4）住民主体の取組みを含めた多様な主体 
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グループ数 

６グループ 

グループ名 活動対象地域 

めざめ訪問型お助け隊 
石切・枚岡・孔舎衙・縄手北・ 
池島・英田・新喜多・意岐部・ 
楠根・盾津・小阪・若江中学校区 

フォーリーフ 
意岐部・小阪・新喜多中学校区・ 
英田北小学校区 

ふれあいサロンたんぽぽ 
小阪中学校区 
意岐部小学校区 

LCキーパーズ ひねいち 孔舎衙中学校区 

幸齢支えあいの会 いしきり 石切中学校区 

加納すこやか生活応援隊 加納小学校区 

助け合いサービスの担い手 

両サービスが市全域で担い手の活動が広がる
ように、制度や事業の周知を一層推進 



【サービスの担い手】 
 現行相当サービス事業者 
 ＜２２３カ所（4月1日現在） ＞ 

【サービスの担い手】 
 事業者 
 ＜２４カ所（4月1日現在） ＞ 

【サービスの担い手】 
 ボランティア／ＮＰＯ法人/ 
 ＜４8グループ（10月1日現在）＞ 

（4）住民主体の取組みを含めた多様な主体 
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つどいサービスの担い手 グループ数 

４８グループ 

中学校区 活動数 

孔舎衙 9 

石切 8 

枚岡 2 

縄手北 1 

縄手 0 

縄手南 1 

池島 0 

盾津東 1 

盾津 3 

英田 1 

玉川 0 

花園 1 

若江 1 

意岐部 0 

楠根 3 

新喜多 2 

高井田 0 

長栄 2 

小阪 1 

布施 5 

柏田 0 

長瀬 2 

上小阪 3 

金岡 2 

弥刀 0 

合計 48 
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新たなサービス（緩和型サービス事業所の状況） 

 （訪問型） 

市の研修受講者も 
家事援助を実施 

食事・入浴サービス
が不要な方の 

生活機能向上に特化 

 （通所型） 



■ 

 １コース全５回の口腔介護予防教室です。 

 ５回参加する中で参加者同士が顔見知りになり、一緒に体操を続けています。 

 今年度７コース実施します。 

 

各地域包括支援センターでも、介護予防教室や健康講話などの
取組みを進めています。 



これからは、この一般介護予防事業が大事になる 

  地域間格差が出てくる 

健康寿命を伸ばすことに重要な役割をはたす 



 地域ですすめる介護予防 
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６５歳以上のすべての方が 
介護予防サービスを受けることができます 

６５歳以上 
すべての方 

要支援１・２ 
（または、基本チェックリスト
で相当すると判定を受けた方） 

一般介護予防事業 
 ・運動器の機能向上 
 ・口腔介護予防 
 ・認知症予防  など 

総合事業 
（介護予防・日常生活支援総合事業） 

における 
介護予防・生活支援サービス 

 平成２９年４月～ 

こ
れ
が
大
事
！ 



総合事業の課題は・・・ 

●基本チェックリストを受ける人が少ない 

多様なサービスの利用状況 

緩和型サービス（２９年４月～３０年３月審査時点） 

介護予防生活援助サービス ７３７人 ／  

 通所型短時間サービス １５０人 

ボランティア型サービス（２９年４月～３０年１月支給決定時点） 

訪問型助け合いサービス ３人 ／  

通所型つどいサービス  ４４６人  

 

●サービスの担い手が少ない 

 

●地域格差が大きい 

  地域包括支援センターやサービス主体の意識の差 
 



●一般介護予防事業が大事 

   これが総合事業の核になっていってこそ、健康寿命の
伸長に役立つ 

 

●会議体がしっかり機能しているか 

 

 

●社会福祉協議会の影が薄い 
 

 



【付録】撤回されたまちづくり条例 

●２４年 東大阪版地域分権に関する調査研究 

 

●２５年 まちづくり三政策 

  まちづくり意見交換会 

  地域サポート職員 

  まちづくり担い手養成講座 

 

    ２６年の補正予算１０００万円をつけることができなかった 

    ２７年度新年度予算も上程できなかった 

 

 地域協働サミットとの非連続性 

 まちづくりで何をめざすのか 

 



 協働のまちづくり部は、自治会のお世話役なのか 

 協働のまちづくり部は、大所高所の見地からまちづくりに関わる部署に横串を刺すべし 

 福祉のまちづくり、教育のまちづくり、スポーツのまちづくり・・・ 

 人事における非連続性 

    ２４年からの制度設計にかかわった職員が誰もいない 

    思いがつながらない 

 初谷教授の考え方は・・・藤原氏・中塚氏との非連続性 

 どんな条例案だったのか 

 条例案の問題点 

 常設の会議体をつくることができず・・・東大阪版地域分権制度とは 

 地域でこれ以上の負担を増やさない、という考慮 

 まちづくりは自治会が中心で担っているのか・・・おかしい！ 

 いまだ地域で常設の会議体をつくるものが醸成されていない 

 リージョン構想との整合性をまず整理すべきではないか（松平） 



みなさん 
  ありがとうございました 

中西のぶひろ 

東大阪市議会議員 


